
令和６年度
帯広市住まいの総合支援事業
補助制度等のご案内

帯広市 都市環境部 都市建築室 建築開発課



①あんしん住宅改修補助⾦（0:25〜）
②住まいの改修助成⾦（2:37〜）
③特定空家解体補助⾦（4:09〜）
④空家購⼊等補助⾦（5:16〜）
⑤耐震診断補助⾦（7:00〜）
⑥耐震改修補助⾦（7:13〜）
⑦旧耐震住宅建替え補助⾦（8:09〜）
⑧旧耐震住宅除却補助⾦（8:30〜）
⑨北⽅型住宅ＺＥＲＯ補助⾦（9:37〜）

※旧 ＵＤ住宅改造補助⾦

※旧 空家改修補助⾦

※旧 おびひろスマイル住宅補助⾦
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①あんしん住宅改修補助⾦
・現在の身体状況に応じて、住まいの障壁を取り除くための工事に対し、費用の

一部を補助します。
※旧 ユニバーサルデザイン住宅改造補助⾦

補助額：最大３０万円 (補助率８０％) 募集件数：２０件

対 象 者︓ 身体障害者手帳１・２級の交付を受けている⽅
または介護保険法に基づく要支援・要介護の認定を受けている⽅
所得の世帯総額が５５０万円以下の⽅ など

対象住宅︓ 対象者の⾃⽴を助け、介護する⽅の負担を軽減するために改造工事を⾏う
住宅で、対象者が居住している住宅または工事後居住する空き家 など

申請期間︓ 事業開始可能⽇〜申請額が予算額に達するまで
備 考︓ 医師意⾒書⼜は主治医意⾒書を提出していただき、対象者の身体状況を

確認します。



①あんしん住宅改修補助⾦
昨年度からの主な変更点

①相談会及び現地調査の撤廃
・これまで補助制度利用に必要としていた相談会及び現地調査を不要とし、書類審査

のみに簡略化
②医師意⾒書⼜は主治医意⾒書の提出が必要

・工事内容が「身体状況による不便さを解消するものである」ことを確認するため、
医師意⾒書⼜は主治医意⾒書の提出が必要

③補助額の変更
・昨年度 最大４０万円 → 今年度 最大３０万円

④２回目の利用可能
・同補助⾦（前身制度含む）の前回利用から１０年以上経過している場合、２回目の

補助⾦利用が可能
⑤新築及び増改築補助⾦を廃⽌

・これまでの利用実績を考慮し、新築及び増改築補助⾦を廃⽌



②住まいの改修助成⾦
・１０万円（消費税除く）以上の改修工事に対して、５万円を助成します。

補助額：５万円 募集件数：（ａ）長寿命・ＵＤ化１６０件、 （ｂ）省エネ化２２０件

対 象 者︓ 対象住宅の所有者または空き家を購⼊し居住する⽅
所得の世帯総額が５５０万円以下の⽅
過去１０年以内に住まいの改修助成⾦などの交付を受けていない⽅ など

対象工事︓ 住宅の性能が向上する以下の工事
・耐久性向上や⻑寿命化のための工事（外壁や屋根の塗装、屋根の葺き替えなど）
・ユニバーサルデザイン化のための工事（手すり設置、段差解消、浴室改修など）
・省エネルギー化のための工事（建物全体の断熱改修、開⼝部の省エネ改修、

節水型トイレ、高断熱浴槽など）
申請期間︓ 事業開始可能⽇〜申請額が予算額に達するまで
備 考︓ （ｂ）省エネ化工事について、他の補助制度（国の先進的窓リノベ事業など）と

併用して補助⾦を受けることができます。



②住まいの改修助成⾦
昨年度からの主な変更点

①省エネ化の工事において、一部対象基準を設定
・節水型トイレや高断熱浴槽など、一部に対象基準を設定
・基準を満たすことを証する資料の提出が必要

②省エネ化の工事において、国の補助⾦と併用可能に
・同一工事箇所において、他の補助制度（国の先進的窓リノベ事業など）と併用して

補助⾦を受けることが可能
③２回目の利用可能

・同補助⾦（前身制度含む）の前回利用から１０年以上経過している場合、２回目の
補助⾦利用が可能



③特定空家解体補助⾦
・住宅性能が著しく低下している特定空家の解体工事費用の一部を補助します。

補助額：最大５０万円 (対象工事費用の８０％) 募集件数：１０件

対 象 者︓ 当該住宅の所有者⼜は所有者の相続⼈、その他管理すべき者
所得の世帯総額が５５０万円以下の⽅ など

対象住宅︓ 市内に所在する住宅性能が著しく低下している特定空家 など
申請期間︓ 事業開始可能⽇〜申請額が予算額に達するまで
備 考︓ 補助⾦の交付を受けたい⽅は、申請しようとする建築物が、補助対象

物件に該当するか事前に判定を受ける必要があります



③特定空家解体補助⾦
昨年度からの主な変更点

①所得制限の⾒直し
・昨年度 申請者本⼈で２２０万円 → 今年度 世帯総額で５５０万円



④空家購⼊等補助⾦
・市内の空き家を購⼊し、改修工事をする場合、⼜は除却後に住宅を新築して
居住する場合、改修工事や解体工事費用の一部を補助します。
※旧 空家改修補助⾦

補助額：最大３０万円 (対象工事費用の３０％) 募集件数：５件

対 象 者︓ ⾃ら居住するために、市内の空き家を購⼊し、改修⼜は除却後に住宅を
新築して居住する⽅
所得の世帯総額が５５０万円以下の⽅

対象住宅︓ （改修）①北海道空き家情報バンク、②建築後２０年以上、③マッチング対象物件
（除却）④空き家となって５年以上が経過、⑤マッチング対象物件

①〜③、④、⑤のいずれかを満たす空き家 など

申請期間︓ 事業開始可能⽇〜申請額が予算額に達するまで

※マッチング対象物件︓市と宅建協会帯広支部が連携して実施している空き家マッチング
システムにより空き家所有者から同意書が提出されている物件のこと



④空家購⼊等補助⾦
昨年度からの主な変更点

①対象住宅を拡大
・昨年度 「北海道空き家情報バンク」に登録されているもの

↓

・今年度 下記のいずれかを満たすもの
（改修）①北海道空き家情報バンク、②建築後２０年以上、③マッチング対象物件
（除却）④空き家となって５年以上が経過、⑤マッチング対象物件



⑤耐震診断補助⾦
・昭和５６年以前に建てられた⽊造住宅の耐震診断費用の一部を補助します。

補助額：最大５万円 (診断費用の５０％)

対 象 者︓ 対象住宅の所有者で居住している⽅または居住予定の⽅、
所得の世帯総額が５５０万円以下の⽅ など

対象住宅︓ 一⼾建て住宅または併用住宅
昭和５６年５⽉３１⽇以前に着工された⽊造住宅で在来軸組工法のもの など

申請期間︓ 事業開始可能⽇〜令和６年９⽉３０⽇（⽉）まで
※事前に国への申請・承認の手続きが必要となるため、申請の３か⽉前までにご相談ください。

⑥耐震改修補助⾦
・耐震診断により、「倒壊する可能性がある」と診断された⽊造住宅を耐震改修する

場合、工事費用の一部を補助します。

補助額：最大３０万円 (耐震改修費用に応じて変わります)



⑦旧耐震住宅建替え補助⾦
・耐震診断により、「倒壊する可能性がある」と診断され、著しく耐震性の低い⽊造住宅
を建替えする場合、工事費用の一部を補助します。

補助額：最大３０万円 (建替え費用の２３％)

対 象 者︓ 対象住宅の所有者または所有者の１親等以内の⽅
所得の世帯総額が５５０万円以下の⽅ など

対象住宅︓ 一⼾建て住宅または併用住宅
昭和５６年５⽉３１⽇以前に着工された⽊造住宅で在来軸組工法のもの
上部構造評点が０．４未満と判定された住宅 など

申請期間︓ 事業開始可能⽇〜令和６年９⽉３０⽇（⽉）まで
※事前に国への申請・承認の手続きが必要となるため、申請の３か⽉前までにご相談ください。

⑧旧耐震住宅除却補助⾦
・耐震診断により、「倒壊する可能性がある」と診断され、著しく耐震性の低い⽊造住宅
を解体（除却）する場合、解体費用の一部を補助します。

補助額：最大１０万円 (解体費用の２３％)



⑤耐震診断補助⾦
⑥耐震改修補助⾦
⑦旧耐震住宅建替え補助⾦
⑧旧耐震住宅除却補助⾦
昨年度からの主な変更点

・昨年度から、特に制度の変更はありません



⑨北⽅型住宅ＺＥＲＯ補助⾦
・北⽅型住宅ＺＥＲＯの新築工事に対し、４５万円を補助します。
※旧 おびひろスマイル住宅補助⾦

補助額：４５万円 募集件数：１０件

対 象 者︓ 対象住宅を市内に建設する⽅
対象住宅︓ 北⽅型住宅ＺＥＲＯの基準を満たす住宅
申請期間︓ 事業開始可能⽇〜令和６年１０⽉３１⽇（⽊）まで
備 考︓ 所得制限なし

他の補助制度（国の⼦育てエコホーム支援事業など）と併用して補助⾦を
受けることができます。



⑨北方型住宅ＺＥＲＯ補助金
昨年度からの主な変更点

①補助対象基準の⾒直し
・昨年度 「きた住まいる住宅」「認定⻑期優良住宅」「認定低炭素住宅」

↓

・今年度 「北⽅型住宅ＺＥＲＯ」
②所得制限の⾒直し

・昨年度 世帯総額で５５０万円 → 今年度 所得制限なし
③補助⾦額の変更

・昨年度 最大２０万円 → 今年度 最大４５万円
④申請期間の変更

・建築工事に要する⽇数を考慮し、申請期限を令和６年１０⽉３１⽇に設定



各補助制度には、この動画でご案内した以外にも利用
条件があります。

詳細については、各補助制度のパンフレットをご覧頂
くか、帯広市 建築開発課までお問合せください。

帯広市 都市環境部 都市建築室 建築開発課
電話（直通）0155-65-4179


